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第 57 回全日本社会人選手権大会の出漕資格について 

 

標記大会の開催要項第 9項【出漕資格】（2）に下記の文言を追加します。 

  
（2）都道府県ボート協会の一般加盟団体に登録し、日本ボート協会に 

   平成 19 年度選手登録をした者。但し、学校教育法第 1 条に定める

   学校に在学する生徒、学生は参加できない。 

 

 

 

 

 

 ■学校教育法第 1 条で定める学校 

第 1条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、

大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。 


